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1.助 成 金 介護離職防止支援の助成金に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設 

厚生労働省は、家族の介護を行う必要がある労働者で、かつ新型コロナウイルス感染症の影響を受ける方に対して、有
給休暇を取得させて介護を行えるような取組を行う中小事業主を支援するため、「両立支援等助成金（介護離職防止支援
コース）」に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました。本稿では、その助成金の概要についてご案内いた
します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こんにちは。感染拡大がとまらず、弊法人でも再び在宅勤務モードに入

ってきました。この数ヶ月、社労士事務所としては一番の繁忙期でそこに

コロナ関連の助成金関連の仕事が加わったことから在宅で仕事をするより

は事務所で仕事をしたほうが効率的だということで出勤が増加しました

が、業務的にはようやくひと段落したこともあり、今後は在宅を中心に進

めていこうと考えています。さて今月は長時間労働に関する裁判例をご紹

介いたします。在宅に伴い長時間労働になっているケースもありますので

労働時間の管理把握については十分意識してください。コロナ関連で先が

全く見えない状況ではありますが、なんとか今月も乗り切っていきたいと

思います。それでは今月もどうぞよろしくお願い致します。    安藤 

事事事務務務所所所だだだよよよりりり   
令和 2 年 8 月号 
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１．支給要件 
一般的な助成金の要件を満たすほか、以下の二点の

要件を満たす必要があります。 
①新型コロナウイルス感染症への対応として利用でき

る介護のための有給の休暇制度を設け、当該制度を
含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周
知すること。 

休暇制度について 

・所定労働日の 20 日以上取得できる制度であること 
・法定の介護休業・介護休暇・年次有給休暇とは別の

休暇制度であること 

社内通知について 

新型コロナウイルス感染症対応としての介護のための
有給休暇制度については、少なくとも次の事項を社内
に周知することが必要です 
・新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介

護する労働者が利用可能である旨 
・取得可能な日数 
・休暇中は有給（賃金全額支給）である旨 

 
②新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の

介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①
の休暇を合計5日以上取得すること。 

休暇について 

・令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日までに取得
した休暇であること。 

・過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、
事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた
場合も対象となること。 
※振り替える際には労働者本人に説明し、同意を得

ることが必要 
・半日単位や 3 時間以上の時間単位の休暇も取得日数

に含めることが可能 
＜計算方法＞ 
(半日単位や時間単位で取得した休暇の時間数の合計) 
÷(1 日の所定労働時間数)＝取得日数(1 日未満切り捨て) 

 
2．対象となる労働者（以下のうちいずれかに当てはまること） 

・介護が必要な家族が通常利用している、または利用
しようとしている介護サービスが、新型コロナウイ
ルス感染症による休業等により利用できなくなった
場合 

・家族が通常利用しているまたは利用しようとしてい
る介護サービスについて、新型コロナウイルス感染
症への対応のため利用を控える場合 

・家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス
感染症の影響により家族を介護することができなく
なった場合 
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2. 判  例 ⾧時間労働に関する最近の裁判例 

本年 4 月から、時間外労働の上限規制が中小企業にも義務化されました。このことから、今後ますます⾧時間労働につい
ての話題は耳目を集めることになるでしょう。そこで今回は、⾧時間労働に関して特徴的な裁判を 2 事例紹介いたします。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

⾧時間労働 
の状況 

同地裁は、当該労働者が上司に平成29年3月頃には⾧時間労働の改善を求めていることなどから、遅く
とも平成29年3月～5月までに課題として認識できたと指摘。同社がそれ以降、⾧時間労働を放置した
と判断したため、労働者には具体的な疾患発症は認められなかったものの、安全配慮義務違反が認めら
れるとした。加えて所轄の労働基準監督署から、賃金不払い残業等に関する是正勧告を受けていた点も、
安全配慮義務違反を根拠づける1つの事情としている。 

判断 
「結果的に具体的な疾患を発症するに至らなかったとしても、1年以上にわたって、1カ月当たり30時
間～50時間以上に及ぶ心身の不調を来す可能性があるような時間外労働に従事させた」として、慰謝
料10万円の支払いを命令した。 

⾧時間労働 
の状況 

・退職前2年間の時間外労働は2カ月を除き、月100時間を超えていた。 
・最も多い月は160時間以上、100時間を超えない月も90時間以上の時間外労働があった。 
・⾧時間労働による具体的な疾病は発症していなかった。 
・36協定を適正に締結せずに時間外労働をさせていた。 
・固定残業の一部として職務手当が支給されていた。 

判断 

・同地裁は、同社は労働状況について注意を払い、改善指導するなどの措置を講じていなかったため、
安全配慮義務違反があったとした 

・結果的に疾患を発症しなかったとしても、心身に不調を来す危険のある労働を行わせたことは、人格
的利益の侵害に当たると判断し、不法行為を構成するとして、慰謝料30万円を命じた 

・固定残業代の有効性について、同地裁は何時間分の割増賃金が明確でないとして、付加金を含む未払
い賃金計446万円の支払いを命じた 

3．助成額 

休暇の取得日数 助成額 

合計 5 日以上 10 日未満 20 万円 

合計 10 日以上 35 万円 

※ 1中小事業主当たり5人分まで 

 
4．さいごに 

新型コロナウイルス感染症の影響が⾧期化する中
で、介護にあたる方は従来に増して不安を感じている
はずです。本助成金の活用も視野に入れつつ、従業員
が安心して介護に専念できるような就業環境の整備に
取り組んで、介護離職の防止に努めましょう。 

 
１．アクサ生命保険事件【令和2年6月10日 東京地裁判決】 
 アクサ生命保険株式会社（以下、同社）で保険営業
業務に従事していた労働者（以下、当該労働者）が、
⾧期にわたる過重労働は違法と訴えた裁判で、東京地 
 

 
方裁判所（以下、同地裁）は、同社の安全配慮義務違
反を認め、慰謝料10万円の支払いを命じました。 

次に概要をご案内します。 

 
2．狩野ジャパン事件【令和元年9月26日 ⾧崎地裁判決】 
 食品加工業を営む株式会社狩野ジャパン（以下、同
社）において、食品工場でミキサーに小麦粉を投入す
る業務に就いていた労働者が、⾧期間に渡る過重労働 

 
は不法行為に当たると訴えた裁判で、⾧崎地方裁判所
（以下、同地裁）は、疾病が未発症でも不法行為に当
たるとして、慰謝料30万円の支払いを命じました。 

次に概要をご案内します。 
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Q & A 記事の中でちょっと気になる豆知識をご案内。今回は、1 ページ目の「介護離職防止支援の助成金に「新型コ
ロナウイルス感染症対応特例」が創設」に関連する豆知識をお伝えします。 

 
 
       

Q． 通常の「両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）」について教えてください。 

A． 
労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組んだ事業主に助成される助成金で
す。取り組み内容や助成額については、以下をご覧ください。 

＜取り組み内容＞ 

介護休業 

休業取得時 
要介護状態にある対象家族の介護に直面する雇用保険被保険者について、介護支援プランを作成し、
同プランに基づき、同一の対象家族について合計５日以上の介護休業を取得させること 

職場復帰時 休業を取得した対象となる介護休業取得者を、原則として現職等に復帰させること 

介護両立支援制度 

要介護状態にある対象家族の介護に直面する雇用保険被保険者について、介護支援プランを作成し、同プランに基づき、
以下の両立支援制度を導入した上で、同一の対象家族について合計２０日間以上利用させること 
＜該当する両立支援制度＞ 
 

所定外労働の制限制度 介護のための在宅勤務制度 

時差出勤制度 法を上回る介護休暇制度 

深夜業の制限制度 介護のためのフレックスタイム制度 

短時間勤務制度 介護サービス費用補助制度 

※介護支援プランとは 
介護に直面した従業員との面談結果を記録した上で、介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、個々
に両立支援の取組を行うためのプランとなります 

 
<助成額> 

  主な違反事項 

介護休業 
休業取得時 ２８万５，０００円＜３６万円＞ 

職場復帰時 ２８万５，０００円＜３６万円＞ 

介護両立支援制度 ２８万５，０００円＜３６万円＞ 

※＜ ＞内は生産性の向上が認められる場合の額 ※各助成区分について１年度当たり５人まで 

３．さいごに 
 ⾧時間労働に起因する脳・心臓疾患などが現実に発
症しなくとも、疾病の原因となりうる⾧時間労働に対
する使用者側の安全配慮義務違反が認められたケース
として、上記2つの裁判例は先例的な意義があると言
えます。 

また、時間外労働が過労死ライン（残業時間が月100
時間または複数月平均80時間を超える場合）を超えて
いる狩野ジャパン事件と比べて、アクサ生命保険事件 

では、月30～50時間程度の残業が恒常的に行われてい
たことについて安全配慮義務違反が認められるなど、
⾧時間労働に対して厳格な判断が行われています。 

これからは、過労死ラインを超えるのは論外として、
時間外労働の上限規制に抵触しないようにするという
観点のみならず、いかに残業時間を削減していくかと
いう点を積極的に考えて実行していくことが、係争の
未然防止として重要となるでしょう。 
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✿事務所スタッフより✿    

 

 新型コロナウィルスの新規感染者数が 200 名を超える日々が続きながらも、街や通勤電車に人が戻り、

世間も感染者の増加という現象に対して鈍感になっているように感じます。 

 私も身近なところで感染者が出ていないので、違う世界の出来事なのかと錯覚することもありました

が、子供の頃テレビでよく観ていた志村けんさんの特集番組を 7 月の 4 連休中に観る機会があり、志村

さんはコロナにより命を奪われ、その恐ろしさを忘れてはいけないのだと改めて感じました。(柏木)  

  

 コロナ禍で自粛生活が続く中、家で出来る楽しみを見つけた方もいらしゃるかと存じますが、我が家

では、サラダで果肉を食べた後のアボカドの種を蒔いて育ててみようということになり、 3 月頃、種

に爪楊枝を刺し、水を入れたお豆腐の空き容器に入れ、発芽したものを植木鉢に移し替え、ここまで成

長することが出来ました。 

（発芽までの間は毎日水を替えてあげていました。私ではなく家族がですが・・・・。） 

このように種から育てた場合、実が成ることは無いそうですが、今後どこまでで大きくなるか、冬は

越せるのか見守っていきたいと思います。 (倉林) 
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